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（１ＬＯＴロスカット取引の定義） 

第１条 １ＬＯＴロスカット取引（以下、「１ＬＯＴ取引」といいます。）とは投資リテラシ

ーの向上を目的とし、当社が提供している通常のオンライントレードと区別した取

引ルール等を定めたサービスを指します。 

 ２． １ＬＯＴ取引は本規則に同意し、適合性審査を経たうえでオンライントレード口座

の契約を締結したお客様が取引を行うことができます。 

 ３． １ＬＯＴ取引の利用については 18歳以上 75歳未満の個人のお客様とします。 

 

（１ＬＯＴ取引の制度） 

第２条 お客様が１ＬＯＴ取引で取引を委託できる銘柄は商品先物取引法で定められた上

場商品のうち当社が定めたものとします。 

 ２． １ＬＯＴ取引に必要な証拠金は、通常のオンライントレードで定める証拠金とは別

に定めるものとします。 

 ３． １ＬＯＴ取引で取引できる建玉数量は１枚までとします。（両建は可とします。） 

 ４． １ＬＯＴ取引で利用する注文の種類、有効期限等は「特定の電子取引システムに関

する利用規約」に準じるものとします。 

 ５． １ＬＯＴ取引の手数料については通常のオンライントレードと同額とします。 

 ６． １ＬＯＴ取引は受入（有効）証拠金が別に定めた証拠金の 60％を下回らない範囲

において何度でも取引（売買）を行うことができます。 

７． １ＬＯＴ取引における安全管理措置（ロスカット）として以下のルールを設定しま

す。 

（１）建玉を保有している状態で受入（有効）証拠金が別に定めた証拠金の 60％を下

回ってセッション（日中取引・夜間取引）が終了（判定はセッションの終値（最

終約定値段）で行います。）した場合、次セッションにて当社が任意の方法（最

良気配値に対当する指値）により建玉を決済するものとします。 

（２）前号にかかわらず、急激な相場の変動により受入（有効）証拠金が別に定めた証

拠金の 50％を下回った場合、当社が任意の方法（最良気配値に対当する指値）

により速やかに建玉を決済するものとします。 

 ８． １ＬＯＴ取引では証拠金の返金により残高が 0円になった場合でも、当社が定める

証拠金を再度入金すれば再開できるものとします。 

 

（入出金） 

第３条 １ＬＯＴ取引を開始する場合、当社が別に定める証拠金を当社指定の口座に振込

むものとします。当社が提供しているクイック入金サービスの利用はできません。お

客様が別に定めた証拠金以上の額を入金した場合、超過する額をお客様指定の金融

機関に返金するものとします。また、当社が定めた証拠金に満たない場合も同様とし



ます。 

 ２．１ＬＯＴ取引開始後に追加して証拠金を入金することはできません。入金があった場

合はその額を返金するものとします。 

 ３．出金については以下の場合とします。 

  （１）第２条７項に該当する場合。証拠金の全額を出金します。 

  （２）お客様より全額出金の要請があった場合。 

（３）取引開始後に当社が別に定めた証拠金を超えた額について出金の要請があった

場合。尚、受入（有効）証拠金が別に定めた証拠金の額を下回らない範囲としま

す。（日中取引の終値（最終約定値段）で判定します。） 

４．前号（２）及び（３）に該当しない出金の指示があった場合、出金の指示とみなさな

いこととします。 

 

（商品デリバティブ取引開始基準【電子取引】の特例） 

第４条 １ＬＯＴ取引では当社がオンライントレードホームページに記載している「商品

デリバティブ取引開始基準【電子取引】」の３．に定める原則として不適当な対象者

のうち（１）、（２）及び（４）については適用外とします。 

 

（口座開設時の入力項目の特例） 

第５条 １ＬＯＴ取引の口座開設申込については、当社の通常のオンライントレード口座

開設申込フォームを利用することとしますが、「投資可能資金額」については入力内

容にかかわらず、１ＬＯＴ取引に必要な証拠金と同額とします。この投資可能資金額

は新たな入金ごとに設定されます。 

 

（特定の電子取引システムに関する利用規約の特例） 

第６条 １ＬＯＴ取引では前条に付随して「特定の電子取引システムに関する利用規約」第

７条については適用しないものとします。 

 ２．「特定の電子取引システムに関する利用規約」第２３条第１項に記載されている「注

文入力代行サービス」は利用できないものとします。 

 

（取引コースの変更） 

第７条 １ＬＯＴ取引から通常のオンライントレードへのコース変更を希望された場合、

改めて適合性審査を実施するものとします。 

 ２． 通常のオンライントレードから１ＬＯＴ取引へのコース変更はできません。 

 

（１ＬＯＴ取引の利用停止） 

第８条 長期間１ＬＯＴ取引での取引がないお客様や取引状況・属性情報により、当社の判



断で１ＬＯＴ取引の利用を停止、契約の解除を行う場合があります。 

 

（その他） 

第９条 本規則に定める以外の内容については「特定の電子取引システムに関する利用規

約」に準じます。 

 

付則 本規約は 2025 年 12 月 15 日より実施する。 


